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予算措置の状況

　福島県が行う広域的な集客を行うことのできる大規模集客施設の誘致に向けた取組について、国は
その促進のための支援を行う。

　福島県から具体的な取組について提案があった場合には、その内容を踏まえ各府省庁において促進
のための支援策について検討を行う。

施策の内容

施策の進捗状況及び今後の予定

平成25年５月

府省庁名

作成年月

復興庁

広域的な集客を行うことのできる施設の誘致の促進
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